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報告第１５号  

 

 

新市名称候補選定結果について 

 

 

 

新市名称候補選定小委員会からの新市名称選定結果について、次のとおり報告する。 

 

平成１６年３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 
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平成１６年 ３月 ８日 
 
 
 
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長 石 川 光 男 様 
 
 
 

新市名称候補選定小委員会 
委員長 門 間 光 夫 

 
 

新市名称候補の選定結果について 
 
 
 新市名称候補選定小委員会は、応募のあった２，５４７点、うち有効２，５２３点、

１，１５４種類の新市名称候補について、選定基準に基づき協議いたしました。 
 新市名称は、将来的にも深く住民生活に直結することから、委員のあらゆる観点か

らの意見調整を踏まえ、公正かつ慎重に検討を進めてまいりました。 

 選定の結果、地域の人々においては、等しく末永く愛着が持て、訪れる人々にも好

感が持てる新たな市にふさわしい新市名称候補として、個々の選定理由を付して報告

します。 
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新市名称候補選定小委員会協議経過について 
 
 
○第１回新市名称候補選定小委員会 
・開催日時  平成１６年 １月２０日（火） 午後２時～３時５分 
・開催場所  天王町福祉センター 
・会議内容 （１）委嘱状の交付 
      （２）新市名称候補選定小委員会設置要領及び新市名称募集要項の報告 
      （３）協議事項 
        ・委員長及び副委員長の選出について 
        ・新市名称候補選定基準及び選定方法（案）について 
        ・次回開催日について 
 
 
 
 
○第１次選定（新市名称候補選定小委員会委員による郵便投票） 
 応募総数２，５４７点のうち、有効２，５２３点、１，１５４種類の中から各委員

が選定基準に基づき、各自１０作品を選定。 
・実施日時  平成１６年 ２月１６日（月）から２６日（木）まで 
・実施結果  ４５作品 
 
 
 
 
○第２次選定（第２回新市名称候補選定小委員会） 
・開催日時  平成１６年 ３月 １日（月） 午後１時３０分～３時４０分 
・開催場所  天王町福祉センター 
・会議内容 （１）新市名称候補第１次選定（郵便投票）結果の報告 

（２）協議事項 
       ・新市名称候補第２次選定について 
・協議結果 
第１次選定（郵便投票）で選定された４５作品の中から協議により新市名称候補 

１０作品を選定した。 
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新市名称候補選定結果及び選定理由   
【五十音順】 

ふりがな 
番号 

名  称 
選 定 理 由 

お う わ だ し 

１ 
王 和 田 市 

三町の二番目の文字を組み合わせ、謙虚な心の中にも大きな

進歩を目指し、三町合併の証を残したい。旧三町にこだわら

ず、和を大切に、市の基幹産業を中心とした緑豊な田園都市

を目指している。 

かたがみし 

２ 
潟 上 市 

平安初期、元慶２年（８７８）に出羽の国に反乱があり、「三

代実録」によれば、秋田城への反乱１２村落の中で「方上村」

が記録されており、自然発生的村落の初見である。その地域

は今日の天王、昭和、飯田川の３町地域と推定されている。

「方上」の「方」は潟の意味で「潟上」にして市名とした。

「類聚和名抄」（源順著）によれば、三町を含む一帯が「方

上郷」となり、一つのまとまりを見せた地域となっている。 

こ な ん し 

３ 
湖 南 市 

三町は、八郎湖の南部に位置し、地理的条件から湖南地区と

して愛称されている。ごみ処理広域組合も「湖南」を使用し

ている。湖南地区の三町に不平等が生じないよう素直に親し

まれ、新市の飛躍・発展につながることを念願している。 

こりゅうし 

４ 
湖 竜 市 

「竜」は、八郎湖の伝説にある八郎太郎をイメージしている。

また、天に昇る昇竜の運勢の良い縁起である。新市の限りな

い発展への願いが込められている。 

さんえいし 

５ 
三 栄 市 

三町が合併したことがイメージでき、将来、栄える地域にな

るようにとの願いが込められている。 
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ふりがな 

番号 
名  称 

選 定 理 由 

とよさとし 

６ 
豊 郷 市 

「豊なるふるさと」として、新市の将来の展望を図り、更な

る発展・繁栄の願いが込められている。 

はちろうし 

７ 
八 郎 市 

八郎潟の主、八郎太郎の名を冠することにより、八郎太郎伝

説とともに風土が理解できる。八郎太郎の力強い飛翔を願っ

た新しい市名でありたいという願いが込められている。 

ほ な み し 

８ 
穂 波 市 

自然が豊で、心が潤うような景観のなかで、安心して暮らせ

る地域づくりを目指し、基幹産業である農業の発展を願って

いる。 

み ず ほ し 

９ 
水 穂 市 

「みずほ」、この和語の響きが心地よい。「水」は「八郎潟、

日本海、生命の水」へと、「穂」は「稲」に代表される豊な

生産活動へとイメージを広げている。 

み ど り し 

１０ 
み ど り 市 

「みどり」は、命のめばえ～成長～発展をイメージさせる。

どの年代にも親しみやすく、新市の海・湖・土地の若々しい、

力強い発展と希望、郷土愛へとつながる。 
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協議第９号  

 

 

新市の名称について 

 

 

 

新市の名称について、次のとおり提案する。 

 

平成１６年３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 
 

新市の名称は、       とする。 

 
 
 
 
平成  年  月  日確認 
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容                  協定項目番号 ３ 

協 議 事 項        新市の名称について 関 係 項 目        

調整の内容 新市の名称は、      とする。 

 

新市の名称 説明資料 

新市名称候補 

 

 

新市名称候補 ※名称は「五十音順」に記載しています。 

番号 名  称 選 定 理 由 

１ 王
お う

和 田 市
わ だ し 三町の二番目の文字を組み合わせ、謙虚な心の中にも大きな進歩を目指し、三町合併の証を残したい。旧

三町にこだわらず、和を大切に、市の基幹産業を中心とした緑豊な田園都市を目指している。 

２ 潟
かた

 上
がみ

 市
し

平安初期、元慶２年（８７８）に出羽の国に反乱があり、「三代実録」によれば、秋田城への反乱１２村落

の中で「方上村」が記録されており、自然発生的村落の初見である。その地域は今日の天王、昭和、飯田

川の３町地域と推定されている。「方上」の「方」は潟の意味で「潟上」にして市名とした。「類聚和名抄」

（源順著）によれば、三町を含む一帯が「方上郷」となり、一つのまとまりを見せた地域となっている。 

３ 湖
こ

 南
なん

 市
し

三町は、八郎湖の南部に位置し、地理的条件から湖南地区として愛称されている。ごみ処理広域組合も「湖

南」を使用している。湖南地区の三町に不平等が生じないよう素直に親しまれ、新市の飛躍・発展につな

がることを念願している。 

４ 湖
こ

  竜
りゅう

 市
し

 
「竜」は、八郎湖の伝説にある八郎太郎をイメージしている。また、天に昇る昇竜の運勢の良い縁起であ

る。新市の限りない発展への願いが込められている。 

５ 三
さん

 栄
えい

 市
し

三町が合併したことがイメージでき、将来、栄える地域になるようにとの願いが込められている。 

６ 豊
とよ

 郷
さと

 市
し

「豊なるふるさと」として、新市の将来の展望を図り、更なる発展・繁栄の願いが込められている。 

７ 八
はち

 郎
ろう

 市
し 八郎潟の主、八郎太郎の名を冠することにより、八郎太郎伝説とともに風土が理解できる。八郎太郎の力

強い飛翔を願った新しい市名でありたいという願いが込められている。 

８ 穂
ほ

 波
なみ

 市
し 自然が豊で、心が潤うような景観のなかで、安心して暮らせる地域づくりを目指し、基幹産業である農業

の発展を願っている。 

９ 水
みず

 穂
ほ

 市
し 「みずほ」、この和語の響きが心地よい。「水」は「八郎潟、日本海、生命の水」へと、「穂」は「稲」に代

表される豊な生産活動へとイメージを広げている。 

10 み ど り 市
し 「みどり」は、命のめばえ～成長～発展をイメージさせる。どの年代にも親しみやすく、新市の海・湖・

土地の若々しい、力強い発展と希望、郷土愛へとつながる。  
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協議第１５号 《継続協議》 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、

平成○○年○○月○○日まで引き続き新市の議会議員として在任する。 

２．新市の議会議員の定数は、○○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

 

 

 

  



協定項目番号　　６

定　数 定　数 定　数

任期満了日 任期満了日 任期満了日

１　議会議員については、市町村の合併の
特例に関する法律第７条第１項第１号の規
定を適用し、平成○○年○○月○○日まで
引き続き新市の議会議員として在任する。
２　新市の議会議員の定数は、○○人とす
る。

調整内容

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項 関係項目議会議員の定数及び任期の取扱い

１．　議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、平成○○年○○月○○日まで引き続き新
市の議会議員として在任する。
２．　新市の議会議員の定数は、○○人とする。

具体的な調整方法
天王町 昭和町 飯田川町

現　　　　　　　況

平成19年2月15日 平成17年9月29日 平成18年10月29日

２０人 １８人 １６人
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１　天王町、昭和町及び飯田川町の現状等

（単位：人）
法　　　定
議員定数

各町条例
議員定数

定数特例 在任特例
 人　　口
（平１２国調）

任　　期

天王町 26 20 20 21,687 H19.2.15
昭和町 18 18 18 8,997 H17.9.29
飯田川町 18 16 16 5,027 H18.10.29
計 62 54 52 54 35,711

２　原則（特例措置の適用なし）
　　合併前の市町村の議員はすべて身分を失い、合併後５０日以内に新たな議員の設置選挙を行う。

一般選挙

３　定数特例（特例法第６条第１項の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、法定定数の２倍以内で議員定数を設定し、合併後５０日以内に設置選挙を行う。

一般選挙

４　在任特例（特例法第７条第１項第１号の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、合併前の市町村の議員全員が合併後２年以内の期間引き続き在任する。

一般選挙（任期４年）

参考資料

２６×２

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

選挙なし 一般選挙

合併

議会の定数特例・在任特例について（新設合併）

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

地方自治法第９１条による定数
２６人以内

地方自治法第９１条による定数
の２倍の範囲

２６人×２＝５２人（上限）
地方自治法第９１条による定数

２６人以内

２年を超えない範囲で協議に
より定める期間在任 地方自治法９１条による定数

２６人以内
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参 考 資 料

県内合併協議会 議会議員の任期の取扱い

合併期日 平成 16年 11月 1日 とする。協議会で確認済
※ 人口 24,207人 法 定数 )26人(

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
11ヶ 月千畑町 ･六 郷町 ･仙 南村合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 9月 30日 22人

現在の議員定数 任期満了日
千畑町 １８人（１６人） 平成１６年 ３月３０日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人
六 郷町 １６人 平成１９年 ４月３０日
仙南村 １６人 平成１７年 ９月２９日
計 ５０人（４８人）

合併期日 平成 17年 3月 までとする。○協議会で協議中
※ 人口 92,843人 (法 定 数 )30人

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
7ヶ 月本荘由利一市七町合併協議会 ８市町 在 任 平成 17年 10月 31日 30人

現 在の議員定数 任期満了日
本荘市 ２４人 平成１９年 ４月２９日
矢島町 １６人 平成１９年 ４月２９日
岩城町 １６人 平成１６年 ７月２７日
由利町 １６人 １４人 平成１５年１２月 ７日 ※ H15.1.1選 挙 から 14人（ ）
大内町 １８人 １６人 平成１７年 ９月２９日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人（ ）
東由利町 １４人 平成１６年 ７月２２日
西目町 １４人 平成１９年 ４月３０日
鳥海町 １６人 平成１６年 ３月３０日

（ ）計 １３４人 １３０人
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参 考 資 料

合併期日 平成 17年 3月 末日以前とする。○協議会で協議中
※ 人口 33,565人 (法 定 数 )26人

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
7ヶ 月田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 10月 31日 24人

現 在の議員定数 任期満了日
田沢湖町 ２０人 平成１７年 ９月２９日
角館町 ２０人 平成１６年 ３月３０日
西木村 １６人 平成１７年 ９月２９日
計 ５６人

○協議会で協議中
合併期日 平成 17年 3月 31日 以 内とする。

※ 人口 58,504人 (法 定 数 )30人
在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
（６ヶ月）湯沢雄勝合併協議会 在 任 （平成 17年 9月 30日 ） （ 30人 ）４市町村

現 在の議員定数 任期満了日
湯沢市 ２４人 平成１９年 ４月２９日 ○平成 16年 1月 26日 協 議会
稲川町 ２０人 平成１７年 ９月２９日 において、議員 30人 、
雄勝町 １８人 平成１６年 ４月１４日 在任特例期間 6ヶ 月は賛
皆瀬村 １４人 平成１９年 ４月２９日 成少数で否決された。
計 ７６人
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参 考 資 料

合併期日 平成 17年 3月 22日 と する。○協議会で協議中
※ 人口 90,421人 法 定数 )30人(

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
１年以内大曲仙北合併協議会 ８市町村 在 任 平成 18年 3月 22日 以 内 30人

現在の議員定数 任期満了日
大曲市 ２４人 平成１９年 ５月 ２日
神岡町 １６人 平成１６年 ３月３０日 ○平成 16年 2月 9日 協 議会
西仙北町 １８人 平成１６年 ２月２９日 において、議員 30人 、
中仙町 ２０人 平成１９年１１月 ２日 在任特例期間は 1年 以内

。協和町 １８人 平成１６年 ３月３０日 とすることが確認された
南外村 １４人 平成１６年 ３月３０日
仙北町 １８人 平成１６年 ３月３０日
太田町 １８人 平成１６年 ３月３０日
計 １４６人



単位：千円

番　号 任　　期 定　　数
在任特例の場合の報酬総額
（５４人の場合）　  （Ａ）

報酬総額差額
（Ａ）－（B）

２６人 ５１，６０１ ５４，９６５

２４人 ４７，６７５ ５８，８９１

２２人 ４３，７４９ ６２，８１７

２０人 ３９，８２３ ６６，７４３

２６人 １０３，２０１ １０９，９３２

２４人 ９５，３４９ １１７，７８４

２２人 ８７，４９７ １２５，６３６

２０人 ７９，６４５ １３３，４８８

２６人 １５４，８０２ １６４，８９７

２４人 １４３，０２４ １７６，６７５

２２人 １３１，２４６ １８８，４５３

２０人 １１９，４６８ ２００，２３１

２６人 ２０６，４０２ ２１９，８６４

２４人 １９０，６９８ ２３５，５６８

２２人 １７４，９９４ ２５１，２７２

２０人 １５９，２９０ ２６６，９７６

《報　酬》
 天 王 町（議長：２９５，０００円、副議長：２６５，０００円、議員：２４５，０００円）

昭和町（議長：２８５，０００円、副議長：２５５，０００円、議員：２４５，０００円）

飯田川町（議長：２７０，０００円、副議長：２４５，０００円、議員：２３０，０００円）

議会議員の身分に関する参考資料

1 ６ヶ月 ５４人
天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　　１０６，５６６

設置選挙をした場合の在任特例期間対応報酬総額
（２６人、２４人、２２人、２０人）　　　　（Ｂ）

2
天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　２１３，１３３

3

4

１年 ５４人

１年６ヶ月 ５４人

※報酬の総額に６月、１２月期末手当を含む。ただし、共済費負担金は含まず。

天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　３１９，６９９

２年 ５４人
天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　４２６，２６６
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協議第１６号 《継続協議》 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の

合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日ま

で引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２

号の規定による選任による委員の定数は、○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容      協定項目番号   ７                 

協 議 事 項         農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 関 係 項 目         

調整の内容 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律

第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員と

して在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定による選任によ

る委員の定数は、○人とする。 

 

 天王町 昭和町 飯田川町 

現
在
の
農
業
委
員
会
委
員
の
数
及
び
任
期 

 

＊ 総数    １７人 

 

① 選挙による委員   １０人（定数１０人） 

 

② 選任による委員    ７人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ５人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)   １，４９９ 

 

農家数 （戸)    ７２６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 総数    １５人 

 

①選挙による委員   １１人（定数１１人） 

 

②選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ９７７ 

 

農家数 （戸)   ７６６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

＊ 総数   １５人 

 

① 選挙による委員 １１人（定数１２人） 

 

② 選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦   １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ６４８ 

 

農家数 （戸)   ３６２ 

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 
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新
市
農
業
委
員
会
の
定
数
及
び
任
期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在任特例の場合 

 

【参考】合併後の農業委員会の委員    

 ● 選挙による委員 《３２人》 

                     ＊現在の３町の農業委員が、合併の日から１年を超えない範囲で引き続き在任する。  

「市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号」 

                     天王町   １０人  

  昭和町   １１人 

  飯田川町 １１人 

 

                  ● 選任による委員 《８人以内》 

                     ＊現在の委員は合併前日に失職し、新たに選任する。  

「農業委員会等に関する法律第１２条第１項」 

 

                               農業協同組合が推薦した理事 ２人  

 農業共済組合が推薦した理事 １人 

 市議会が推薦した学識経験者 ５人以内  

   

 

 

 

 

 

区  分 選任方法等 定  数 任  期 根 拠 法 令 

原 則   新たに選挙する 条例で定める数 3 年 

農業委員会等に関する法律第

3 条、第 7 条及び第 15 条の各

第 1項 
新市に 1 つの委員会を置く

場合 

特 例   

右記の定数を超えるとき

は、合併関係市町村の選

挙による委員で互選する

協議により 80 を超

えず 10 を下らない

数 

合併後 1 年を超え

ない範囲で合併関

係市町村の協議で

定める期間 

農業委員会等に関する法律第

3条、市町村の合併の特例に関

する法律第 8 条第 1 項、第 2

項 

 



- 18 -

参 考 資 料

県内合併協議会 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

協議会で確認済

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
千畑町・六郷町・仙南村合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 7月 19日 20人

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

千 畑町 １６人 平成１７年７月１９日12人 2人 2人
六郷町 １２人 平成１７年７月１９日10人 1人 2人
仙南村 １６人 平成１７年７月１９日10人 3人 3人

32人計

協議会で確認済

農業委員会選挙人名簿数 34,857人 (平 成 14年 3月 31日 )
選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況

在 任 平成 17年 7月 19日 40と 30人大曲仙北合併協議会 ８市町村
２つの農業委員会 旧市町村ごとに選挙区を設ける ※大曲市 ･中 仙 町 ･仙 北町 ･太 田町 40人 ＋ (7)

神 岡 町 ･西 仙 北町 ･協 和 町 ･南 外村 30人 ＋ (7)
選 挙 による人数 ＋ 選任委員

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

大 曲市 ２２人 平成１７年７月１９日17人 3人 2人
神岡町 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人
西 仙北町 １６人 平成１７年７月１９日13人 1人 2人
中仙町 ２０人 平成１７年７月１９日14人 4人 2人
協和町 １５人 平成１７年７月１９日12人 1人 2人
南外村 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人
仙北町 １７人 平成１７年７月１９日12人 3人 2人
太田町 １８人 平成１７年７月１９日12人 4人 2人

100人計
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参 考 資 料

○協議会で協議中
農業委員会選挙人名簿数 7,411人 (平 成 14年 3月 31日 )

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 7月 19日 20人

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

田 沢湖町 １９人 平成１７年７月１９日14人 3人 2人
角館町 １６人 平成１７年７月１９日11人 3人 2人
西木村 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人

35人計

○協議会で協議中
農業委員会選挙人名簿数 19,468人 (平 成 14年 3月 31日 )

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
湯沢雄勝合併協議会 ４市町村 在 任 平成 17年 7月 31日 0人4

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

湯 沢市 ２４人 平成１７年７月１９日20人 2人 2人
稲川町 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人
雄勝町 １８人 平成１７年７月１９日15人 1人 2人
皆瀬村 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人

55人計
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農 業 委 員 会 調 整 会 議 に よ る 農 業 委 員 会 の
定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い に つ い て （ 案 ）

（ 会 議 の 経 緯 ）
１ ． 日 時 平 成 １ ５ 年 ８ 月 ７ 日 （ 金 ） 午 後 ３ 時
２ ． 場 所 昭 和 町 役 場 第 ４ 会 議 室
３ ． 出 席 者 天 王 町 、 昭 和 町 、 飯 田 川 町 各 農 業 委 員 会 会 長 ３ 名 、 会 長 職 務 代 理 者 ３ 名

各 町 農 業 委 員 会 事 務 局 長 ３ 名 、 事 務 局 員 ３ 名 計 １ ２ 名
４ ． 案 件 町 村 合 併 に 基 づ く 農 業 委 員 会 委 員 の 定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い に つ い て

※ （ 法 ） 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律
（ 施 ） 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 施 行 令

○ 農 業 委 員 会 の 数 に つ い て １ つ （ 法 第 3条 第 1号 ）→

（ 検 討 事 項 ）
１ ． 委 員 の 任 期 に つ い て 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で と す る 。→
理 由 ： 現 委 員 の 任 期 は ３ 町 と も 同 一 で あ り 、 全 国 統 一 選 挙 の 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で と す る 。

２ ． 農 業 委 員 の 定 数 （ 選 挙 委 員 ） ２ ０ 人 以 内 （ 法 7条 1号 、 施 第 2条 の 2）→
理 由 ： 地 区 の 農 家 数 1 , 8 5 4戸 を 、 秋 田 県 に お け る 選 挙 委 員 一 人 当 り の 平 均 農 家 数 ９ ３ 戸 で 割 っ て 算 出 し た 。

３ ． 農 業 委 員 の 定 数 （ 選 任 委 員 ） ６ 名→
理 由 ： こ の 管 内 に 秋 田 み な み 、 あ き た 湖 東 と 農 協 は ２ つ あ る の で ２ 名 （ 法 第 1 2条 第 1号 ） 決 定

共 済 組 合 は 秋 田 地 域 農 業 共 済 が １ つ で あ り １ 名 （ 法 第 1 2条 第 1号 ） 決 定
市 議 会 が 推 薦 し た 学 識 経 験 者 と し て 旧 町 か ら 各 １ 名 の ３ 名 と す る 。 （ 法 第 1 2条 第 2号 ） ５ 名 以 内

４ ． 選 挙 区 に つ い て ３ 選 挙 区 （ 法 第 1 0条 の 2、 施 第 5条 ）→
理 由 ： 農 地 の 地 域 的 な 実 情 を 考 慮 し 、 当 面 は 旧 町 単 位 に 選 挙 区 を 設 置 す る 。

選 挙 区 の 設 置 に よ る 委 員 の 定 数 は 、 平 成 1 6年 3月 3 1日 に 確 定 す る 登 録 選 挙 人 の 人 数 に よ り 調 整 す る 。
将 来 は １ つ の 選 挙 区 と す る 方 向 で 検 討 す る 。

３ ． 在 任 特 例 後 、 最 初 に 行 わ れ る 選 挙 は 、 農 業 委 員 会 に 旧 町 単 位 と す る 選 挙 区 を 設 置 す る 。
た だ し 、 各 選 挙 区 の 委 員 の 定 数 は 、 平 成 １ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 確 定 す る 登 録 選 挙 人 の 数 に よ り 調 整 す る 。
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協議第４７号  

 

 

国際交流事業の取扱いについて 

 

 

 

国際交流事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

国際交流事業については、新市において調整する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



事務事業名

国際交流事業 ・秋田県国際交流事業への参加 ・秋田県国際交流事業への参加 ・秋田県国際交流事業への参加

・天王町国際交流協会への助成

・日本語教室

・国際理解の集い（講演会）

・クリスマスパーティー

・スピーチ交流会　他

・外国語講座 ・外国講座 ・外国語講座

平成15年度　　英会話教室 平成15年度　　韓国講座 平成15年度　　英会話教室

　講師　　ＡＬＴ　　　 　講師　　ＡＬＴ　　　

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

天王町国際交流協会事業内容(平成15年度)

新市において調整する。

　講師　　民間人　　　

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

国際交流事業 関係項目

国際交流事業については、新市において調整する。

協定項目番号　２４－１
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協議第４８号  

 

 

納税関係事業の取扱いについて 

 

 

 

納税関係事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．納税貯蓄組合補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。 

２．納税貯蓄組合連合会については、新市において統合できるように調整に努める。補助金につい

ては、新市において調整する。 

３．法人納税組合に対する補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

４．確定申告納税相談については、当面、現行のとおりとする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目番号　　２４－４

  ２  納税貯蓄組合連合会については、新市において統合できるように調整に努める。補助金については、新市において調整する。

  ３  法人納税組合に対する補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

  ４  確定申告納税相談については、当面、現行のとおりとする。

納税貯蓄組合 ・規約、規定等 ・規約、規定等 ・規約、規定等

天王町納税貯蓄組合補助金規則 なし 飯田川町納税貯蓄組合奨励規則 納税貯蓄組合補助金については、

当面、現行のとおりとし、新市に

・組合数　　　６０　組合 ・組合数　　　２８　組合 おいて調整する。

・補助金交付　６，８５８，０６０　円 ・奨励金交付　５，１３７，５４５　円

（平成１４年度決算額） （平成１４年度決算額）

＊平成１５年度をもって廃止予定

飯田川町

現　　　　　　　況
具体的な調整方法

  １  納税貯蓄組合補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

調整内容

昭和町天王町事務事業名

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項 関係項目納税関係事業
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納税貯蓄組合 　 天王町納税貯蓄組合連合会規約 　 昭和町納税貯蓄組合連合会規約 　 飯田川町納税貯蓄組合連合会規約 新市において統合できる

連合会 ように調整に努める。

・天王町納税貯蓄組合連合会 ・昭和町納税貯蓄組合連合会 ・飯田川町納税貯蓄組合連合会 補助金については、

補助金　　　　　　　　１８０，０００　　　円 補助金 　　　　　　　０　　円 補助金　　　　　　　　　　１４４，０００　円 新市において、調整する。

（平成１４年度決算額） （平成１４年度決算額）

役員 役員 役員

会長１名、副会長１名、 会長１名、副会長１名、 会長１名、副会長１名、

理事５名、監　事３名 理事５名、監事２名 理事６名、監事３名、

会計書記２名 会計１名、幹事２名、顧問１名

法人納税組合 ・飯田川町法人納税組合　　　１　組合 当面、現行のとおりとし、

補助金　　　　　　　　　　１００，０００　円 新市において調整する。

（平成１４年度決算額）

確定申告納税 １８カ所 ５カ所 １カ所

相談会場 当面、現行のとおりと

勤労青少年ホ－ム 大崎ことぶき荘 昭和町役場 飯田川町役場 する。

追分地区児童館 羽立ことぶき荘 南部児童館

出戸新町ことぶき荘 塩口ことぶき荘 上虻川集落農事集会所

上出戸分館 江川ことぶき荘 豊川コミュニティ

下出戸分館 天王ことぶき荘 湖南交流センタ－

三軒屋ことぶき荘 羽立北野分館

細谷ことぶき荘 児玉ことぶき荘

蒲沼ことぶき荘 天王町公民館

二田農村婦人の家 天王本郷コミュニ

ティセンタ－

事務事業名

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
天王町 昭和町 飯田川町

現　　　　　　　況
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協議第４９号  

 

 

交通関係事業の取扱いについて 

 

 

 

交通関係事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

  交通関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。 

１．地方バス路線維持のための公共交通機関の確保については、当面、現行のとおりとし、新市に

おいて運行路線等を検討する。 

２．ＪＲ駅の管理委託については、新市において調整する。 

３．交通安全対策協議会、交通指導隊については、新市において設置する。 

４．チャイルドシート購入補助については、天王町の例による。 

５．防犯指導隊員については、新市において設置する。 

６．既存防犯灯は新市で管理する。新規防犯灯に係る受益者負担金については合併時まで調整する。

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目番号２４－６

　　交通関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。

１．地方バス路線維持のための公共交通機関の確保については、当面、現行のとおりとし、新市において運行路線等を検討する。 

２．ＪＲ駅の管理委託については、新市において調整する。 

３．交通安全対策協議会、交通指導隊については、新市において設置する。

４．チャイルドシート購入補助については、天王町の例による。

５．防犯指導隊員については、新市において設置する。

６．既存防犯灯は新市で管理する。新規防犯灯に係る受益者負担金については合併時まで調整する。

事務事業名

公共交通機関 地方バス路線の維持 地方バス路線の維持 地方バス路線の維持 当面、現行のとおりとし

　の確保 追分線・大潟西線・男鹿温泉線・船川線 五城目線 五城目線 新市において運行路線

マイタウン・バスの運行 マイタウン・バスの運行 マイタウン・バスの運行 等を検討する。

塩口線 豊川線・野村大清水線 井川線

ＪＲ駅の管理委託 ＪＲ駅の管理委託 ＪＲ駅の管理委託

二田駅 大久保駅 羽後飯塚駅 新市において調整する。

発券業務時間 発券業務時間 発券業務時間

午前８：００から午後６：００まで 午前７：００から午後６：３０まで 午前６：３０から午後６：００まで

委託人数 委託人数 委託人数

３人 ３人 ３人

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

調整内容

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項 交通関係事業 関係項目
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事務事業名

交通安全対策 交通安全対策協議会 交通安全対策協議会 交通安全対策協議会

委員 ６９名 委員 ３３名 委員 ３４名

交通指導隊 交通指導隊 交通指導隊

隊員 ２０名 隊員 １０名 隊員 １２名

任期 ２年 任期 ２年 任期 ２年

チャイルド チャイルドシート購入補助 チャイルドシート購入補助

シ－ト購入補助 町内の就学前乳幼児に、チャイルド 町内の就学前乳幼児に、チャイルド

シ－トを購入した保護者に対して、 シ－トを購入した保護者に対して、

乳幼児１人につき１台までの補助。 乳幼児１人につき１台までの補助。

購入価格の1/2補助とし、15,000円を上限 購入価格の1/2補助とし、3,000円を上限

１４年度　９８件 １４年度　４件

防犯対策 防犯指導隊員 防犯指導隊員 防犯指導隊員

指導員 １０名 指導員 ５名 指導員 ５名

任期 ２年 任期 ２年 任期 ２年

防犯灯設置 防犯灯設置 防犯灯設置 既存防犯灯は新市で管理

防犯灯 ５４基設置 防犯灯 ４基 防犯灯 ２基 する。新規防犯灯に係る

（１４年度実績） （１４年度実績） （１４年度実績） 受益者負担金については

（受益者負担金１／２） 合併時まで調整する。

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

天王町の例による。

新市において設置する。

新市において設置する。

新市において設置する。
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協議第５０号  

 

 

高齢者福祉事業の取扱いについて 

 

 

 

高齢者福祉事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．国又は県等が定める制度については、事業実施要綱に準拠しながらサービスの充実に努める。

（１）老人日常生活用具給付事業、家族介護慰労金については、現行のとおりとする。 

（２）家族介護用品支給事業については、昭和町・飯田川町の例による。 

（３）在宅介護支援センターについては、基幹型は天王町に１カ所、地域型は旧町３カ所とする。

（４）緊急通報体制等整備事業等に関しては、合併時までに調整する。 

２．各町独自に制度の充実を図っている事業については、従来の実績を尊重し、制度の趣旨・目的

が効果的に機能するように調整する。 

（１）敬老式については、年内満７５歳以上を対象に、当面は、旧町ごとに実施することとし、内

容等を新市において調整する。 

（２）金婚式については、合併時に廃止する。 

（３）在宅高齢者等介護手当支給事業については、合併時に廃止する。 

（４）長寿祝金については、合併時に再編する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 



１．国又は県等が定める制度については、事業実施要綱に準拠しながらサービスの充実に努める。
　（１）老人日常生活用具給付事業、家族介護慰労金については、現行のとおりとする。
　（２）家族介護用品支給事業については、昭和町・飯田川町の例による。
　（３）在宅介護支援センタ－については、基幹型は天王町に１カ所、地域型は旧町３カ所とする。
　（４）緊急通報体制等整備事業等に関しては、合併時までに調整する。
２．各町独自に制度の充実を図っている事業については、従来の実績を尊重し、制度の趣旨・目的が効果的に機能するように調整する。
　（１）敬老式については、満７５歳以上を対象に、当面は、旧町ごとに実施することとし、内容等を新市において調整する。
　（２）金婚式については、合併時に廃止する。
　（３）在宅高齢者等介護手当支給事業については、合併時に廃止する。
　（４）長寿祝金については、合併時に再編する。

事務事業名

〈対象者〉

概ね６５歳以上の低所得者のひとり暮らし老人等

〈給付用具〉　　電磁調理器、自動消火器

　　　　　　　　　火災報知器 左に同じ 左に同じ

〈貸与用具〉　　老人用電話（加入権）

〈負担額〉

用具の給付を受けた者の生計中心者等の前年

の所得税課税状況により負担する（６区分）

家族介護慰労金 〈対象者〉

要介護度４又は５に相当する町民税非課税世帯 左に同じ 左に同じ

で過去１年間介護サービスを受けなかった世帯

〈支給額〉　　年額　　１００，０００円

〈対象者〉 要介護１～５認定者世帯で町民税 〈対象者〉

非課税世帯の在宅高齢者を介護 左に同じ

している家族

〈内容〉 現物支給で年75,000円/人　限度 〈内容〉 現物支給で年75,000円/人　限度

〈利用者数〉 １８人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 ７人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 ０人（平成１４年度・実人員）

在宅介護支援センター 〈基幹型〉 〈基幹型〉

基幹型在宅介護支援センター　１ヶ所 小規模基幹型在宅介護支援センター　１ヶ所

（実施主体：天王町） （委託先：社会福祉法人ふたあら福祉会）

〈地域型〉 〈地域型〉 〈地域型〉

地域型在宅介護支援センター　１ヶ所 地域型在宅介護支援センター　１ヶ所 地域型在宅介護支援センター　１ヶ所

（委託：社会福祉法人敬仁会） （委託先：社会福祉法人昭和ふくし会） （委託先：社会福祉法人ふたあら福祉会）

基幹型は天王町に１ヶ
所、地域型は旧町３ヶ所と
する。

高齢者福祉事業 関係項目

現行のとおり
 老人日常生活用具
 給付事業

天王町 昭和町

現行のとおり

 家族介護用品支給
 事業 昭和町・飯田川町の例に

よる。

要介護４・５で認定された世帯で町
民税非課税世帯の在宅高齢者を介
護している家族

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

飯田川町

協定項目番号  24-10

協議事項

調整内容
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事務事業名

〈対象者〉 〈対象者〉

概ね６５歳以上で低所得の単身老人 概ね６５歳以上のひとり暮らし老人及び高齢者

のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に属する 左に同じ

高齢者

〈内容〉　　ふれあい安心電話 〈内容〉　　ふれあい安心電話

〈設置台数〉 ３５台 〈設置台数〉 ６５台 〈設置台数〉 ２７台

〈対象者〉 〈対象者〉 〈対象者〉

概ね６０歳以上で介護保険対象外の一人 概ね６０歳以上で介護保険対象外の一人 概ね６０歳以上で介護保険対象外の一人

暮らし老人等 暮らし老人等 暮らし老人等

〈内容〉 〈内容〉 〈内容〉

給食サービス、入浴サービス、日常動作訓練 給食サービス、入浴サービス、日常動作訓練 給食サービス、入浴サービス、日常動作訓練

趣味創作活動等 趣味創作活動等 趣味創作活動等

〈委託先〉　　社会福祉法人　敬仁会 〈委託先〉　　社会福祉法人昭和ふくし会 〈委託先〉　　社会福祉法人　ふたあら福祉会

〈利用料〉　　１人１日あたり　３００円 〈利用料〉　　１人１日あたり　５０２円 〈利用料〉　　１人１日あたり　７１０円

　　　（食事、入浴、送迎それぞれ４０円加算） 　　　　（１割負担分 560円、食事負担分 150円）

〈利用者数〉 ３人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 ７人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 １人（平成１４年度・実人員）

〈対象者〉 〈対象者〉 〈対象者〉

　おおむね６５歳以上の高齢者で要介護・要支援と 　おおむね６５歳以上の高齢者で要介護・要支援と 　おおむね６５歳以上の高齢者で要介護・要支援と

　判定された以外の者で訪問による支援・指導が 　判定された以外の者で訪問による支援・指導が 　判定された以外の者で訪問による支援・指導が

　必要とされる者 　必要とされる者 　必要とされる者

〈利用料〉　１時間　４１４円 〈利用料〉　介護報酬の１０％を負担 〈利用料〉　家事援助　１時間　１５０円

（被保護者及び生活中心者の町民税が非課税 （生活保護世帯　なし）

の場合はなし）

〈利用者数〉 ０人（平成１４年度） 〈利用者数〉 １人（平成１４年度） 〈利用者数〉 ４人（平成１４年度）

軽度生活援助事業 〈対象者〉

　おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世

　帯、これに準ずる高齢者の世帯で日常生活上の支 天王町に同じ
　援が必要とされる者

〈補助額〉　１時間　８０円（被保護者　無料〉

〈利用者数〉 ２人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 ２９人（平成１４年度・実人員）

配食サービス事業 〈対象者〉　　６５歳以上の単身世帯等 〈対象者〉　　６５歳以上の単身世帯等 〈対象者〉　　６５歳以上の単身世帯等

〈内　 容〉　　１人当たり　週１回 〈内　 容〉　　１人当たり　週１回 〈内　 容〉　　週５日　昼・夕の１日２回

〈利用料〉　　１食３５０円 〈利用料〉　　１食３００円 〈利用料〉　　１食４００円

生活保護世帯及び町長が認めた者は１食２００円

〈委託先〉　　社会福祉法人　敬仁会 〈委託先〉　　ＪＡあきた湖東 〈委託先〉　　社会福祉法人　ふたあら福祉会

　　　　　　 天王町社会福祉協議会

〈利用者数〉 １０９人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 ９３人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 ２６人（平成１４年度・実人員）

合併時までに調整す
る。

合併時までに調整す
る。

 生きがい活動支援
 通所事業

合併時までに調整す
る。

 生活管理指導員派
 遣事業

合併時までに調整する。

 緊急通報体制等整
 備事業

合併時までに調整す
る。

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

天王町 昭和町 飯田川町
具体的な調整方法

現　　　　　　　況
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事務事業名

〈対象者〉 〈対象者〉 〈対象者〉

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの

世帯等で老衰や心身の障害及び傷病等の理由 世帯等で老衰や心身の障害及び傷病等の理由 世帯等で老衰や心身の障害及び傷病等の理由

により寝具類の衛生管理が困難な者 により寝具類の衛生管理が困難な者 により寝具類の衛生管理が困難な者

〈利用者数〉 ４６人（平成１４年度・実人員） 〈利用者数〉 ０人（平成１４年度） 〈利用者数〉 １人（平成１４年度・実人員）

敬老式（会） 〈実施日〉　 平成１５年９月　　全町 〈実施日〉　 平成１５年９月　　全町 〈実施日〉　 平成１５年６月　　全町

〈場　 所〉　天王町総合体育館 〈場　 所〉　 昭和町民体育センター　　 〈場 　所〉　飯田川町公民館

〈対象者〉　年内に満７０歳以上 〈対象者〉　年内に数え７５歳以上 〈対象者〉　年内に数え７０歳以上

〈内　 容〉　式典とアトラクション 〈内　 容〉　式典とアトラクション 〈内　 容〉　 式典とアトラクション

〈記念品〉　満８０歳にハト杖 〈記念品〉　米寿（８８歳）に寿状 〈記念品〉　米寿（８８歳）に寿状、記念品

　　　　　 式典出席者にはくらら入浴券を贈呈 　　　　　 喜寿（７７歳）に寿状 　　　　　 夫婦おめでとうに寿状、記念品

　　　　　 ８０歳に折りたたみ杖 　　　　　 ８０歳に寿状、ハト杖、記念品

金婚式 〈実施日〉　　平成１５年９月 〈実施日〉　　平成１５年９月

〈場　 所〉　　昭和町民体育センター 〈場　 所〉　　八郎潟ハイツ

〈内　 容〉　　敬老式と合同 〈内　 容〉　　式典

〈記念品〉　　祝状、記念品 〈記念品〉　　祝状、記念品、記念写真

〈対象者〉　　１６組（H１５年度） 〈対象者〉　　１９組（H１５年度）

〈対象者〉 〈対象者〉

６ヶ月以上昭和町に住所を有する者で高齢者等 ３ヶ月以上町に居住していて、寝たきり、または

を常時介護している者。但し、当該高齢者が３ヶ これに準ずる状態にあり在宅での療養で生活が

月以上病院や介護保険施設等に入院・入所して ３ヶ月以上継続し、今後も継続する者

いる場合は支給しない。

〈支給額〉 〈支給額〉

月　３，０００円　　７．１１．３月支給 月　３，０００円　　７．１１．３月支給

紙おむつ　購入経費の20％助成（7.11.3月支給）

〈受給者〉 １４５人（平成１４年度・延人数） 〈受給者〉 ５９人（平成１４年度・延人数）

 寝具類等洗濯乾燥
 消毒サービス事業

合併時までに調整する。

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

飯田川町天王町 昭和町

 在宅高齢者等介護
 手当支給事業

合併時に廃止する。

合併時に廃止する。

敬老式は９月に開催し、会
場は旧町ごとに行い、対象
者年齢は満７５歳以上にす
る。
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事務事業名

長寿祝金等 合併時に再編する。

100,000 円 10,000 円 100,000 円 10,000 円
10,000 円
100,000 円

30,000 円 3,000 円 20,000 円
50,000 円 10,000 円

※１００歳上段は１０年未満の在住者 30,000 円 5,000 円
20,000 円 　 １００歳下段は１０年以上の在住者 20,000 円
10,000 円 5,000 円 ※支給対象者等については、

　　合併時までに調整する。

※１００歳は５年以上の在住者

※７７歳以上は１年以上の在住者

※支給対象者は、１０年以上の在住者

満８８歳
満７７歳

円

満９９歳

具体的な調整方法

支給額表
年　　齢 金　　額

満１０１歳以上

満１００歳 100,000

支給額表（平成１５年度）
年　　齢

満７７歳

満１０１歳以上

満８５歳～９９歳

満１００歳

満９９歳
満９５歳
満９０歳
満８８歳

支給額表（平成１５年度）
年　　齢

満１００歳

満８８歳

満１００歳 300,000 円

満９９歳

満９０歳

満１０１歳以上

上記以外の満80
歳以上

金　　額

1,000,000 円

年　　齢 金　　額

満７７歳

満１０１歳以上

6,000 円

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

昭和町 飯田川町

現　　　　　　　況

天王町

金　　額
支給額表（平成１５年度）

満９５歳
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協議第５１号  

 

 

社会福祉協議会の取扱いについて 

 

 

 

社会福祉協議会の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 

社会福祉協議会への事業委託については、社会福祉協議会の実情を尊重しながら、調整に努める。

 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



　社会福祉協議会への事業委託については、社会福祉協議会の実情を尊重しながら、調整に努める。

事務事業名

委託事業

④　寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

⑥　家族介護教室

⑦　軽度生活援助事業 ⑦　軽度生活援助事業

⑧　生活管理指導員派遣事業

⑨　住宅改修支援事業

⑩　高齢者心配事相談室

※参考資料
社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

天王町社会福祉協議会 昭和町社会福祉協議会 飯田川町社会福祉協議会

天王町天王字上江川47-441 昭和町大久保字堤の上91-7 飯田川町和田妹川字千刈8-2

（天王町福祉センター内） （飯田川町保健福祉センター内）

・理事定数 １１名 ・理事定数 １２名 ・理事定数 １０名

・評議員定数 ４０名 ・評議員定数 ３０名 ・評議員定数 ２１名

・監事定数 ２名 ・監事定数 ３名 ・監事定数 ２名

・顧問 １名

・職員 ９名 ・職員 ８名 ・職員 ４名

・臨時職員 ３名 ・臨時職員 ２名 ・臨時職員 ３名

・パートヘルパー ６名 ・パートヘルパー ５名 ・パートヘルパー ３名

⑤、⑦、⑧、⑩とする。

①　緊急通報システムふれあい安心電話

③　家族介護者交流会

⑧　生活管理指導員派遣事業

⑤　介護用品支給

職員

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

名称

事務所の位置

理事、評議員、
監事

なお、事業委託について

は、①、②、③、④

⑩　高齢者心配事相談室 ⑩　高齢者心配事相談室

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

飯田川町昭和町

①　緊急通報システムふれあい安心電話

協議事項

調整内容

社会福祉協議会 関係項目

天王町

社会福祉協議会の実情

⑧　生活管理指導員派遣事業

⑤　介護用品支給

③　家族介護者交流会

を尊重しながら、調整に

努める。

②　配食サービス

協定項目番号２４－１５

①　緊急通報システムふれあい安心電話

③　家族介護者交流会
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協議第５２号  

 

 

勤労者、消費者関連事業の取扱いについて 

 

 

 

勤労者、消費者関連事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 

１．勤労者関連事業については、勤労者の支援の観点から、引き続き福祉増進に努める。 

２．消費者関連事業については、消費者保護の観点から、引き続き施策等の推進に努める。 

 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目番号　２４－２１

事務事業名

勤労者関連事業

事業の目的

勤労青少年の福祉増進

事業の概要

勤労青少年の福祉増進と健全な育成を

図るため開設、健全な余暇活動の場と

して提供

休館日

１２月２８日～１月３日、日曜日、祝祭日

利用時間

午前９時～午後９時

職員体制

館長　１名、指導員

利用の範囲

勤労青少年。ただし、利用に支障がない

時はその他の者も利用可能。

消費者関連事業

消費生活相談

・契約に係るトラブルの相談

・クーリングオフの指導 左に同じ 左に同じ

・消費生活の苦情相談

消費者問題に係る啓発活動

・消費者被害の未然防止

・広報等による情報提供

秋田県生活センターとの連携

・解決困難な苦情相談等は、秋田県生活

　センターと連携して対処する。

現行のとおり

現行のとおり

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

勤労者、消費者関連事業 関係項目

１．勤労者関連事業については、勤労者の支援の観点から、引き続き福祉増進に努める。

２．消費者関連事業については、消費者保護の観点から、引き続き施策等の推進に努める。

勤労青少年ホーム

消費者行政

飯田川町
具体的な調整方法

現　　　　　　　況

天王町 昭和町
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協議第５３号  

 

 

平成１６年度天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事業計画（案）について 

 

 

 

平成１６年度天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事業計画（案）について、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 
 

平成  年  月  日確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 39 - 

 

平成１６年度天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事業計画（案）  

 

本年度は次の事業を実施し、新市建設計画の作成及び合併協定書の調印に向けて必要

な調査研究、また３町住民の理解を深めるため積極的な情報提供に努めていきます。  

 

１．協議会及び幹事会等の開催  

２．合併協定項目の調整  

３．新市建設計画の作成  

４．住民説明会の開催  

５．事務事業の調整及び一元化  

６．新例規の立案  

７．電算業務の調整と一元化  

８．協議会だよりの発行及びホームページの作成  

９．その他必要な事項  
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次 回 開 催 日 について 

 

 

第１３回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ４月１５日（木） 午後２時～ 
開催場所  昭和町農村環境改善センター 

 

 

第１４回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ５月２０日（木） 午後２時～ 
開催場所  天王町福祉センター 

 

 

第１５回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ６月１７日（木） 午後２時～ 
開催場所  飯田川町公民館 

 

 

 

 

 


